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改
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規

程
（
交
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○
東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
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規

程
（
水
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○
東
京
都
水
道
局
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
�

規

程
（
下
水
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○
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
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訓

令
（
議
）

○
東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
�

規

則

職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
号

職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
四
年
十
二
月
三

十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
三
十
一
号

職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「
令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
四
年
一
月
六

日
」
を
「
令
和
五
年
一
月
六
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
教
）

学
校
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

東
京
都
教
育
委
員
会
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◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

学
校
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
四
年
一
月
六

日
」
を
「
令
和
五
年
一
月
六
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都

教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
令
和
四
年
一
月
六
日
」
を
「
令
和
五
年
一
月
六
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
号

学
校
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
四
年
十
二
月
三

十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
三
十
三
号

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

東
京
都
交
通
局
長

武

市

玲

子

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

東
京
都
交
通
局
企
業
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
交
通
局
規
程
第
九

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
四
年
十
二
月
三

十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
十
六
号

東
京
都
水
道
局
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み
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東
京
都
水
道
局
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

東
京
都
水
道
局
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規

程
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
四
年
十
二
月
三

十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
五
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
長
期
勤
続
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都
下
水
道

局
管
理
規
程
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
令
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
四
年
十
二
月
三

十
一
日
」
を
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
四
号

東
京
都
議
会
議
会
局

東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都

議
会
議
長
訓
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
六
日

東
京
都
議
会
議
長

三

宅

し
げ
き

「
令
和
四
年
一
月
六
日
」
を
「
令
和
五
年
一
月
六
日
」
に
改
め
る
。
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